
埼玉県業務委託一般競争入札公告 

 

下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16

号。以下「施行令」という。）第 167 条の６第１項の規定に基づき公告する。 

 

  令和３年４月１日 

埼玉県知事 大野 元裕 

 

 

１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び予定数量 

「埼玉県議会だより」点字版制作及び配布業務委託 372部×４回 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 履行期間 

   契約締結日から令和４年２月28日（月）まで 

 ⑷ 履行場所 

   県内全域 

 ⑸ 入札方法 

  別添の紙媒体による入札書により行う。 

   入札書には、「埼玉県議会だより（８ページ物）」（２回）の点字版１ページ当

たりの単価及び「埼玉県議会だより（４ページ物）」（２回）の点字版１ページ

当たりの単価並びに各単価にページ数（見込み）、予定数量及び回数を乗じて

得た額の合計額を記載すること。 

 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パー

セントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札

者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず、見積もった契約希望単価に執行予定数量（ページ数（見込み）、予定

数量及び回数）を乗じて得た額の110分の100に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 



 ⑵ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条の規定による更生手続開始の申立

てがなされている者（同法第41条の更生手続開始の決定を受けている者を除く。）

でないこと。 

 ⑶ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条の規定による再生手続き開始の申

立てがなされている者（同法第33条の再生手続開始の決定を受けている者を除

く。）でないこと。 

 ⑷ 本件入札の公告日から契約者決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参

加停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加

停止期間中でない者であること。 

 ⑸ 本件入札の公告日から契約者決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団

排除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置

を受けていない者であること。 

 ⑹ 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（令和２年埼玉県告示第870号）に基づき、業種区分「催物、

映画及び広告の企画・製作並びにその他役務」においてＡ、Ｂ又はＣ等級に格

付けされ、営業品目（小分類）の「テープ版・点字版発行業務」に登録されて

いる者であること。 

 ⑺ 所在地要件が管轄内（県内）又は準管轄内（準県内）であり、企業規模要件

が中小企業を満たす者であること。 

   なお、自社（自己）の所在地及び企業規模については、埼玉県ホームページ

の入札情報公開システムにより、競争入札参加資格者情報から検索し、確認す

ること。 

⑻ 過去３年間において、国、都道府県又は市町村と定期刊行物（年４回以上発

行）の点字版制作・配布業務について、契約実績がある者であること。又はこ

れと同等の能力を有していると県が認める者であること。 

 

３ 競争入札参加資格の確認 

 この一般競争入札に参加を希望する者（以下「競争入札参加者」という。）は、

一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」という。）及び確認申請

書に示す必要な書類を所定の日時までに提出し、入札参加資格の確認を受けなけ

ればならない。 

 ⑴ 提出期限 

   令和３年４月12日（月）午後５時まで 

 ⑵ 提出方法 

   郵送（「書留郵便」に限る。）又は持参により提出する。 



 ⑶ 結果通知 

   入札参加資格の有無について審査し、令和３年４月15日（木）までに、その

結果を各参加者に回答する。 

   なお、参加資格が「なし」の場合は、その理由を付する。 

 

４ 仕様書等に関する質問及び回答 

 ⑴ 質問票の受付 

   仕様書等に関し、質問がある場合は、次のとおり、電子メール又はファクシ

ミリにより質問票を提出すること。 

   提出後は、電話で質問票の到達の確認を行うこと。 

ア 受付期間 

令和３年４月５日（月）午後５時まで 

イ 提出先 

 〒330－9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県議会

事務局政策調査課広報担当 

電話番号 ０４８－８３０－６２５７ 

ＦＡＸ番号 ０４８－８３０－４９２３ 

メールアドレス a6250-03@pref.saitama.lg.jp 

 ⑵ 質問票への回答  

競争入札参加者全員に共通な質問に対する回答は、次の回答日時までに各競

争入札参加者に電子メール又はファクシミリにより通知する。 

＊回答日時 令和３年４月６日（火）午後５時まで 

 

５ 入札及び案件の仕様等に関する説明会 

開催しない。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金 

入札説明書による。 

 

７ 入札・開札の場所及び日時 

⑴ 場所 

埼玉県庁 議事堂１階 総務課分室 

⑵ 日時 

令和３年４月22日（木）午前10時 

⑶ 郵便による場合の入札書の宛先及び受領期限 



〒330－9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県議会事

務局政策調査課広報担当 令和３年４月21日（水）午後５時 

なお、書留郵便によること。 

 

８ 入札の無効 

入札書で次の各号の一に該当するものは、これを無効とする。 

 ⑴ 競争入札参加資格者に必要な資格のない者が提出した入札書 

 ⑵ 入札者に求められる義務を履行しなかった者が提出した入札書 

 ⑶ 入札者の押印のない入札書 

 ⑷ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のない入札書 

 ⑸ 押印された印影が明らかでない入札書 

 ⑹ 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書 

 ⑺ 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額

に達しない者が提出した入札書 

 ⑻ 代理人で委任状を提出しない者が提出した入札書 

 ⑼ 他人の代理を兼ねた者が提出した入札書 

 ⑽ ２通以上の入札書を提出した者が提出した入札書又は２以上の者の代理をし

た者が提出した入札書 

 ⑾ 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書 

 ⑿ その他入札の条件に違反した入札書 

 

９ 落札者の決定等 

 ⑴ 有効な入札書を提出した者であって、予定価格に110分の100を乗じて得た価

格の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。 

 ⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札

者にくじを引かせ、落札者を決定する。 

 ⑶ ⑵の同価の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者がある

ときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札

者を決定する。 

 ⑷ 落札者が決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名

及び住所並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知する。 

 ⑸ 落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定

を取り消すものとする。 

 

 



10 契約書作成の要否 

要 

 

11 事情変更による調達手続の延期又は停止 

令和３年度の歳入歳出予算の当該金額に減額等があったときは、調達手続きを

延期し、又は停止することがある。 

 

12 その他 

 ⑴ 不測の事態等により入札・開札事務が処理できない場合は、入札・開札の延

期等の措置を講ずるものとする。 

なお、入札・開札の延期等の措置を講ずる場合は、電話、ファクシミリ、埼

玉県ホームページ等により必要な事項を連絡するものとする。 

 ⑵ 競争入札参加者は、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として

異議を申し立てることはできない。 

 ⑶ 競争入札参加者又は契約の相手方が本件の調達に関して要した費用は、全て

当該競争入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号 

    埼玉県議会事務局政策調査課広報担当 

    電 話：０４８－８３０－６２５７ 

    ＦＡＸ：０４８－８３０－４９２３ 

    メール：a6250-03@pref.saitama.lg.jp 


